
⼤阪府における指導監査について
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１．令和５年度の指導監査の結果について

２．令和６年度指導監査実施方針について

2



社会福祉法人

社会福祉施設

施設計
内 訳

老 人 児 童 障がい その他

対 象 数 １９７ ３６３ ５５ ２４８ ５４ ６

実 施 数 ５２ ８３ ８ ６７ ６ ２

実 施 率 ２６．４％ ２２．９％ １４．５% ２７．０% １１．１% ３３．３％

文

書

指

摘

数

(件)

法人運営 １１２ - - - --- --- --- ---

法人会計 １２２ - - - --- --- --- ---

職員処遇 - - - ７２ ７ ５９ ６ ０

利用者支援 - - - １４６ ７ １３４ ５ ０

食事提供 - - - ５ １ ４ ０ ０

施設会計 - - - ０ ０ ０ ０ ０

※対象数は令和５年４月１日現在。実施数、文書指摘数は令和６年２月末現在。

施設計３６３は特別養護老人ホーム、養護老人ホーム除く。

内訳のうち、その他の施設は、救護施設、婦人保護施設、母子生活支援施設。

◆指導監査の実施状況（令和５年度実績）

指導監査結果の公表①

3



文 書 指 摘 事 項
文書

指摘数
割 合

①評議員会、理事会に関すること ２４ ２１．４％

②理事会に関すること ２２ １９．６％

③監事に関すること １７ １５．２％

④理事に関すること １５ １３．４％

⑤その他 ３４ ３０．４％

合 計 １１２ －

◆指摘事項の概要

１．理事会、評議員会について
・決議の際には、特別な利害関係を有する者が加わっていないか、確認をすること。

２．理事会について

・理事長は、定款に定める毎会計年度に４か月を超える間隔で２回以上職務執行に関する報告を行う

こと。

３．監事について

・監事の出席義務が履行されていないので、理事会の日程調整を行う等の配慮を行うこと。

４．理事について
・理事会への欠席が継続している理事については、出席を促すまたは理事の交代等を検討すること。

◆指摘事項の主な例

～ 「法人運営」の例 ～

指導監査結果の公表② （令和５年度実績）
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文 書 指 摘 事 項
文書

指摘数
割 合

①規程・体制に関すること ３９ ３２．０％

②会計処理に関すること １８ １４．８％

③出納事務に関すること １６ １３．１％

④その他 ４９ ４０．２％

合 計 １２２ －

◆指摘事項の概要

１．経理規程について

・会計責任者等が任命されていないまたは内部牽制体制の確保ができていないため、これらを是正す

ること。

２．会計処理について
・寄附物品に関する会計処理が行われていないので、取得時の時価評価を行い、計上すること。

３．出納事務について

・経理規程に規定した、収納金銭の金融機関への預け入れ期間が実態と相違しているので、実態と規

程との整合性を図ること。

◆指摘事項の主な例

～ 「法人会計」の例 ～

指導監査結果の公表③ （令和５年度実績）
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文 書 指 摘 事 項
文書

指摘数
割 合

①各種規程に関すること ４６ ６３．９％

②人事管理に関すること １６ ２２．２％

③職員の健康管理に関すること １０ １３．９％

合 計 ７２ －

◆指摘事項の概要

１．育児・介護休業規程について
・関係法令の改正に伴う改定が出来ていなかったので、現時点の法改正等の内容を反映させること。

２．人事管理について
・学校薬剤師に係る嘱託契約等が締結されていないので、勤務時間、報酬等の必要事項を明記した嘱

託契約等を締結すること。

３．衛生推進者の選任について

労働者が10人以上50人未満の事業場は「衛生推進者」を選任し、従業員に提示等により周知すること。

４．その他
ハラスメント防止について事業主の方針を明確にし、相談窓口の設置等を実施する等、適切な措置を講
じること。

◆指摘事項の主な例

～ 「職員処遇」の例 ～

指導監査結果の公表④ （令和５年度実績）
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文 書 指 摘 事 項 文書指摘数 割 合

①避難等訓練に関すること ３９ ２６．７％

②事故発生の防止及び発生時の対応 ２９ １９．９％

③施設設備に関すること ２７ １８．５％

④健康管理に関すること ２６ １７．８％

⑤基本方針・組織 ７ ４．８％

⑥その他 １８ １２．３％

合 計 １４６ －

◆指摘事項の概要

１．避難等訓練について
・避難及び消火訓練が月１回以上実施されていないので、これを実施し、その記録を整備すること。

・非常災害対策計画を策定していないため、これを策定すること。

２．事故発生の防止及び発生時の対応

・関係機関への報告がない、または報告が遅れているので、事故発生時は速やかに報告を行うこと。

３．施設設備について
・施設・設備の安全点検等を実施するとともに、実施記録を整備すること。

４．利用者の健康管理に関すること

・健診結果の記録が整備されていなかったので、これを整備すること。

・一定年齢以上の児童に対する健康診断の項目に漏れがあったので、これを追加し実施すること。

◆指摘事項の主な例

～ 「利用者支援」の例 ～

指導監査結果の公表⑤ （令和５年度実績）
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文 書 指 摘 事 項
文書

指摘数
割 合

①給食の書類に関すること ３ ６０％

➁食事の内容に関すること １ ２０％

③衛生管理に関すること １ ２０％

合 計 ５ －

◆指摘事項の概要

１．給食の書類について

・献立表から予定人数と換算割合を乗じて、廃棄量のある食品も考慮し、正確に発注すること。
・予定人数及び献立表並びに発注業者を明確にした発注様式を作成、使用すること。

２．献立表について
・献立表に調味料、分量が記載されていなかったので、調味料を含めた献立表を作成すること。

３. 検便について
・雇い入れの際は検便を実施し、その結果を確認した後、調理業務に従事すること。

◆主な指摘事項

～ 「食事提供」の例 ～

指導監査結果の公表⑥ （令和５年度実績）
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社会福祉法人

社会福祉施設

施設計
内 訳

老 人 児 童 障がい その他

対 象 数 １９５ ３６２ ５５ ２４４ ５７ ６

実 施 数 ４２ ５６ ５ ４９ ０ ２

実 施 率 ２１．５％ １５．４％ ９．１% ２０．１% ０% ３３．３%

文

書

指

摘

数

(件)

法人運営 ４９ - - - --- --- --- ---

法人会計 ３８ - - - --- --- --- ---

職員処遇 - - - ３７ ７ ３０ ０ ０

利用者支援 - - - ７３ １ ７２ ０ ０

食事提供 - - - ３ １ ２ ０ ０

施設会計 - - - ５ １ ４ ０ ０

※対象数は令和４年４月１日現在。実施数、文書指摘数は令和５年２月末現在。

施設数３６２は特別養護老人ホーム、養護老人ホーム除く。

内訳のうち、その他の施設は、救護施設、婦人保護施設、母子生活支援施設。

◆指導監査の実施状況（令和４年度実績）

参 考
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⼤阪府の指導監査の概要

法人監査 施設監査

対 象 社会福祉法人
社会福祉施設

保育所、認定こども園、児童養護施設、
障がい者支援施設、高齢者施設 等

目 的

法人の自主性及び自律性を尊重し、法
令又は通知等に定められた法人として遵
守すべき事項について運営実態の確認を
行うことによって、適正な法人運営と社会
福祉事業の健全な経営の確保を図る。

施設種別ごとに定められた個別法や指導監
査実施要綱等に基づき指導監査を実施して、適
正な事業運営及び施設運営の確保を図る。

根拠法
社会福祉法第56条第1項

（法定受託事務）
社会福祉法第70条他

（自治事務）

実施時期 ７月中旬頃～２月末頃（予定） 同 左

監査体制
福祉人材･法人指導課

１回あたり おおむね３人

福祉人材･法人指導課及び 各施設所管課

１回あたり おおむね４人

監査項目 法人運営、法人会計 職員処遇、利用者支援、食事提供、施設会計

令和６年度は、実地による監査を実施する。（事前書類の提出は継続）
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４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

国

大
阪
府

市
町
村

指導監査
担当者
研修会

法人説明会

連携
（情報共有、相談･確認･助言等）

指導監査の流れ①

監査結果とりまとめ・結果通知、改善報告受理

≪指導監査準備≫

連携
（情報共有、同時監査等）

出
席

監査日程の作成、実施通知（各月ごとに）

指導監査

実施方針

作成

伝
達

指導監査の実施
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指導監査の流れ②

◆監査日程の作成

・庁内各施設所管課との調整（実施施設、日程、検査職員等）
・同行会計士との調整

◆指導監査の実施通知

・原則、実施日の概ね３週間前までに法人等へ実施日時等の必要事項を通知 （府監査要綱）

◆指導監査の実施
・府内市町村と同時監査の実施、会計士の同行 など

◆指導監査の結果通知
・改善報告書を作成のうえ、法人等に文書で結果を通知

◆改善報告の受理
・法人等から提出された改善報告書を受理

◆府内市町村への情報提供

・合同監査の実施検討（指導対象法人・施設の状況を踏まえ、別日の実施も検討）
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指導監査の準備

目 的
○法人監査・・・社会福祉法人に対する指導監査［法定受託事務］
社会福祉法第56条第1項の規定に基づき、法人の自主性及び自律性を尊重し法令又は通知等に
定められている法人として遵守すべき事項について、運営実態の確認を行うことにより、適正な法人
運営と社会福祉事業の健全な経営の確保を図るものとする。
社会福祉法人指導監査実施要綱で示された「指導監査ガイドライン」に基づき実施する。

○施設監査・・・社会福祉施設に対する指導監査［自治事務］
施設種別ごとに定められた個別法や指導監査実施要綱等に基づき指導監査を実施して、適正な

事業運営及び施設運営の確保を図るものとする。

監査実施期間 …令和６年７月中旬から令和７年２月末の間で実施予定。

監査体制 … 監査の種類ごとに、下記の体制で実施する。

○法人監査･･・おおむね３名
○施設監査･･･おおむね４名

市町村との連携による指導監査
市町村と指導権限等を共管する施設については、日頃から情報交換を行う等の緊密な連携を図り、
同時監査の実施に努める（指導対象法人・施設の状況を踏まえ、別日の実施も検討）

特別監査
運営等に重大な問題を有する法人・施設を対象に随時実施する。
また、指導しているにもかかわらず、正当な理由もなく改善しない法人・施設に対して実施する。

◆指導監査実施方針の作成

≪令和６年度大阪府社会福祉法人等指導監査実施方針≫～抜粋～
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◆施設監査における重点項目の設定
（１）救護施設
①感染症対応力の向上に関する事項 ②非常災害に関する具体的な計画の策定に関する事項
③定期的な避難・救助等の訓練の実施に関する事項
④事故防止対策に関する事項

（２）児童養護施設
①個人情報の取扱いに関する事項 ②子どもの権利擁護に関する事項
③防犯に係る安全の確保に関する事項 ④非常災害対策や事故発生防止に関する事項

（３）老人福祉施設
①協力医療機関との連携体制の構築 ②感染症対応力の向上に関する事項
③高齢者虐待防止の取組や身体拘束に関する事項
④介護サービスの質の向上（人材育成・苦情解決を含む）に関する事項
⑤リスクマネジメント（業務継続に向けた取組や事故発生防止）に関する事項

（４）障がい者支援施設・障がい児入所施設

①虐待防止対策に関する事項 ②身体拘束に関する事項 ③事故防止対策に関する事項

（５）保育所、幼保連携型認定こども園
①施設内の虐待防止に関する事項
②児童の送迎（通園）を目的とした自動車を運行する場合の安全対策に関する事項
③防犯に係る安全の確保に関する事項
④事故発生の防止及び発生時の対応に関する事項

（６）全施設共通〔食事提供について〕
①給与栄養目標量の設定に関する事項
②ＨＡＣＣＰの考え方を取り入れた衛生管理に関する事項
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参考

※「自己点検・自己評価表」 サンプル

【大阪府HP】
https:/ / www.pref.osaka.lg.jp/ houjin/ sido_kansa/ jikotenken.html
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社会福祉法人運営 

自己点検・自己評価表 

（令和４年３月 14日付改正 

 指導監査ガイドライン準拠） 

 

 

 

 

 

令和６年度 
 

 
 

 

法 人 名  社会福祉法人  

評価した者の氏名  

評 価 年 月 日  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和５年度 

自 己 点 検 ・ 自 己 評 価 項 目 

評 価 

２
出
来
て
い
な
い

 

 １
出
来
て
い
る

 

 

Ⅰ  法人運営  

１．定    款  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．内 部 管 理  

  体    制  

 

 

 

 

３．評 議 員 ・  

  評 議 員 会  

 

 

－１ 評議員の  

   選   任  

 

 

 

１  定款は、法令等に従い、必要事項が記載されているか。  

 （１）定款の必要的記載事項（社会福祉法第 31 条第１項）が、事実に 

   反するものとなっていないか。 

 

２  定款の変更が所定の手続きを経て行われているか。  

 （１）定款の変更が評議員会の特別決議を経て行われているか。 

 （２）定款の変更が所轄庁の認可を受けて行われているか。  

    ※所轄庁の認可が不要とされる事項の変更については、所轄庁へ 

     の届出が行われているか。  

 

３  法令に従い、定款の備置き・公表がされているか。  

 （１）定款を主たる事務所に備え置いているか。  

 （２）定款の内容をインターネットを利用して公表しているか。  

 （３）公表している定款は直近のものであるか。  

 

 

 

１  特定社会福祉法人において、内部管理体制が整備されているか。  

 （１）内部管理体制が理事会で決定されているか。  

 （２）内部管理体制に係る必要な規程の策定が行われているか。  

 

 

 

１  法律の要件を満たす者が適正な手続きにより選任されているか。  

 （１）定款の定めるところにより、社会福祉法人の適正な運営に必要な 

   識見を有する者が選任されているか。  

 

２  評議員となることができない者又は適当ではない者が選任されて  

 いないか。  

 （１）欠格事由に該当する者が選任されていないか。  

 （２）当該法人の役員又は職員を兼ねていないか。  

 （３）当該法人の各評議員、各役員と特殊の関係にある者が選任されて 

   いないか。  

 （４）社会福祉協議会にあっては、関係行政庁の職員が評議員の総数の 

   ５分の１を超えて選任されていないか。  

 （５）実際に評議員会に参加できない者が名目的に選任されていないか。 

 （６）地方公共団体の長等特定の公職にある者が慣例的に評議員として 

   選任されていないか。  

 （７）暴力団員等の反社会的勢力の者が、評議員となっていないか。 
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